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１ はじめに 

本市では、平成１９年（2007 年）１２月に策定した「行政改革大綱」及び

「アクションプラン※」に基づき、市民との協働※や市民参画※の推進、行政

サービスの向上、健全な行財政運営といった視点で行政改革に取り組んでき

ました。 

その結果、公共施設の利便性や窓口サービスの向上、人件費や事務コスト

など経費の節減が図られるなど、一定の成果を上げることができましたが、

行政改革は、ここまでやれば終わりというものではありません。 

今後も、人口減少に伴う税収の減少や高齢化に伴う社会保障関連経費の増

加により、厳しい財政状況が見込まれます。また、地方分権※の進展や、社会

情勢の変化に伴う市民ニーズの複雑化・多様化により、行政の権限や責任が

拡大しています。 

そのような中、将来にわたり持続可能で、市民ニーズに対応した行政サー

ビスを提供するためには、「行政改革大綱」と同様の視点に加えて、国の施策

の動向や社会経済情勢の変化に沿った行政改革を、引き続き行っていく必要

があります。 

よって、「行政改革大綱」及び「アクションプラン※」の検証結果を踏まえ

つつ、新たな取組も取り入れながら、「第一次行政改革プラン」を新たに策定

します。 
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２ 位置付けと計画期間 

（１）位置付け 

「第二次山陽小野田市総合計画」(平成３０年（2018 年）３月)では、将来

都市像「活力と笑顔あふれるまち」の実現に向けて設定している基本目標１

から５までに加え、新たに「計画の実現に向けて」と題し、総合計画の実現

を支えるものとして、行政改革や市民と連携したまちづくりに取り組むこと

を明らかにしています。 

この「第一次行政改革プラン」は、この総合計画に基づき行政改革を推進

するために策定するものです。 

 

（２）計画期間 

「行政改革大綱」の計画期間は、１２年間（平成１９年度（2007 年度）～

平成３０年度（2018 年度））でしたが、国・県の施策や社会情勢が急速に変

化していることや、「第二次山陽小野田市総合計画」の基本計画策定が４年ご

とであることを考慮し、「第一次行政改革プラン」の計画期間を平成３１年度

（2019 年度）から平成３４年度（2022 年度）までの４年間とします。 
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３ これまでの取組 

（１）「行政改革大綱」の検証 

「第一次行政改革プラン」策定の基礎資料とするため、平成２９年度（2017

年度）終了後に、「行政改革大綱」及び「アクションプラン※」の各取組につ

いて、検証作業を行いました。 

まずは、５７の取組ごとに、計画を達成したかどうかの検証を行いました。

検証結果としては、「取組が進み成果が上がった（Ａ）」又は「ほぼ取組が進

み成果が上がった（Ｂ）」は７９％でしたが、「取組は進んだが成果は不十分

（Ｃ）」又は「取組・成果とも不十分（Ｄ）」も２１％ありました。「取組・成

果とも不十分（Ｄ）」となった取組は「公共施設の統廃合・民営化を含めた再

編と施設整備（改修）計画の作成」、「提案型公共サービス民営化の実施」、「ア

ウトソーシング※計画の作成」があります。 

■「行政改革大綱」の取組における計画の達成状況       （項目） 

大項目 中項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

分権型社会

に対応した

自治体のあ

り方 

協働 ※と参画 ※によ

る行財政運営 
２ ５ １ １ ９ 

説明責任※の遂行と

透明性の向上 
３ ７ １ ０ １１ 

社会経済情

勢に対応し

た行財政運

営システム

の構築 

総合計画と連動した

行政評価※システム

の活用による新たな

行財政運営の構築 

０ ２ ２ ０ ４ 

財政健全化の推進 ３ １４ ２ ２ ２１ 

人事制度の改革 ３ ３ １ ０ ７ 

組織体制の改革 １ ２ ２ ０ ５ 

合計 

（割合） 

１２ 

(21％) 

３３ 

(58％) 

９ 

(16％) 

３ 

(5％) 

５７ 

 

 

Ａ：取組が進み成果が上がった  

Ｂ：ほぼ取組が進み成果が上がった  

Ｃ：取組は進んだが成果は不十分  

Ｄ：取組・成果とも不十分  
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また、「行政改革大綱」の取組における計画の達成状況や取組の効果等を踏

まえ、「第一次行政改革プラン」においても継続して取り組むべきかどうかに

ついて検討を行いました。 

 その結果、「計画を達成した取組（完了）」は７％、「第一次行政改革プラン」

に引き続き計上する取組（継続Ａ）」は３５％、「継続するが「第一次行政改

革プラン」に計上しない取組（継続Ｂ）」は５６％、「実現できない又は効果

がない取組（中止）」は２％となりました。 

■「第一次行政改革プラン」における取組の方向性の検討     （項目） 

大項目 中項目 完了 継続Ａ 継続Ｂ 中止 計 

分権型社会

に対応した

自治体のあ

り方 

協働※と参画※による

行財政運営 
２ ３ ４ ０ ９ 

説明責任 ※の遂行と

透明性の向上 
０ ２ ９ ０ １１ 

社会経済情

勢に対応し

た行財政運

営システム

の構築 

総合計画と連動した

行政評価 ※システム

の活用による新たな

行財政運営の構築 

０ ３ １ ０ ４ 

財政健全化の推進 １ １０ １０ ０ ２１ 

人事制度の改革 ０ ２ ５ ０ ７ 

組織体制の改革 １ ０ ３ １ ５ 

合計 

（割合） 

４ 

(7％) 

２０ 

(35％) 

３２ 

(56％) 

１ 

(2％) 

５７ 

 

 

（２）「行政改革大綱」の効果 

これまでの行政改革の取組の結果、一定の成果を上げることができました。

自治基本条例※の制定等により市政への市民参画※の拡大が図られたほか、

様々な行財政情報の公開やインターネットを利用した市議会の視聴等によ

り、行政の透明性※の確保及び市民への説明責任※遂行能力の向上が図られま

完了 ：計画を達成した取組  

継続Ａ：「第一次行政改革プラン」に引き続き計上する取組  

継続Ｂ：継続するが「第一次行政改革プラン」に計上しない取組  

中止 ：実現できない又は効果がない取組  
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した。 

また、市役所開庁時間の延長や市税等のコンビニエンスストアでの納付の

開始等により、窓口サービスが向上しています。 

  さらに、人件費や事務コストなど経費の節減も図られました。定員適正化

計画※に基づく適正な定員管理を実施したことにより、職員数は２１９人減

少し、平成１９年度（2007 年度）から平成２９年度（2017 年度）までの人件

費削減の累計額は６９億５千万円となります。 

また、文化施設や体育施設など、公共施設における指定管理者制度※の導入

により、民間のノウハウによる運営が行われることで、施設の利便性が向上

したほか、管理運営経費の削減が図られ、これによる平成１９年度（2007 年

度）から平成２９年度（2017 年度）までの効果額は４億２千万円となります。 

さらに、公金収納対策を強化したことにより、例えば、個人市民税の収納

率について、平成１８年度（2006 年度）の９０.３５％が平成２９年度（2017

年度）には９６.５８％になるなど、市税（市民税・固定資産税）などの収納

率が向上しました。これによる平成１９年度（2007 年度）から平成２９年度

（2017 年度）までの効果額は３０億７千万円となります。また、水道使用料

と下水道使用料の徴収一元化による収納対策の強化や、手数料の確保や公有

地の売却等による収入の確保も行われました。 

 

（３）「行政改革大綱」の残された課題 

公共施設の再編やアウトソーシング※などの民間能力の活用などは、取組

が不十分であり、残された大きな課題です。 

現在、本市では「山陽小野田市公共施設等総合管理計画」(平成２９年（2017

年）３月)に基づき、公共施設の再編に取り組んでいます。必要な行政サービ

スを維持しつつ、施設に係る維持管理費用や更新費用を削減していくこの取

組は、今後の最重要課題です。 

さらに、アウトソーシングなどの民間能力の活用は効率的で効果的な自治

体経営に不可欠です。行政よりも民間が行った方が、行政サービスの向上や

経費の節減を図ることができると見込まれるものについては、積極的に民間

能力の活用に取り組む必要があります。 
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４ 本市を取り巻く状況と今後の方向性 

（１）人口減少と少子高齢化 

国勢調査からみる本市の人口は、平成２７年（2015 年）では 62,671 人と

なっており、２０年前の平成７年（1995 年）から約 6,000 人の減少となって

います。 

構成比をみると、年少人口（0-14 歳）、生産年齢人口（15-64 歳）の割合は

減少を続けている一方、６５歳以上人口の割合は上昇を続け、少子高齢化が

進行しています。 

■年齢３区分別人口の推移 

 

資料：国勢調査 

※総人口は年齢不詳を含みます。 

 

今後も人口減少は進む見込みで、国立社会保障・人口問題研究所によると、

平成７２年（2060 年）の本市の人口は、約３.６万人と予測されています。

人口減少や少子高齢化は、税収の減少やまちの活力の低下、住民が相互に助

け合い、支え合う場となる地域コミュニティ※の機能の低下につながります。 

このような状況に対応するため、本市では、「山陽小野田市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」（平成２８年（2016 年）３月）を策定しました。これに基

づき、人口減少を抑制するための本市独自の施策を展開することで、「山陽小

11,213 9,799 9,057 8,551 8,080 

45,090 
43,141 41,134 38,330 

34,933 

12,439 
14,477 16,051 

17,583 
19,537 

68,742 67,417 66,242 64,464 62,550 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

平成7年

（1995年）

平成12年

（2000年）

平成17年

（2005年）

平成22年

（2010年）

平成27年

（2015年）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

（人） 
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野田市人口ビジョン」（平成２８年（2016 年）３月）において、将来展望とし

て平成７２年（2060 年）に約５万人を確保することを目指しています。 

このことから、「第二次山陽小野田市総合計画」においても、市人口ビジョ

ン及び総合戦略を踏まえ、市内外の人々から住みたいまち・住み続けたいま

ちとして選ばれるよう、まちの魅力の向上を図る施策を実施することにより、

計画最終年次である平成４１年（2029 年）においては、目標人口を 58,000 人

としています。 

■人口の見通し 

 

※いずれも、平成２７年(2015 年)国勢調査結果を基に、本市が独自に推計したもの

です。この推計に当たっては、年齢構成が必要となるため、年齢不詳の人数（121

人）は除いています。 
資料：第二次山陽小野田市総合計画 

 

（２）財政状況 

「山陽小野田市財政計画」（平成３０年（2018 年）２月）では、市の歳入の

根幹をなす市税については、生産年齢人口（15-64 歳）の減少や地価の下落、

税制改正等の影響から減少していくと見込んでいます。また、普通交付税※に

ついては、山口東京理科大学薬学部開設に伴い、学生数が増加する平成３５

年度あたりまで逓増しますが、その後、人口規模の縮小に伴い、減少に向か

うと見込んでいます。 

62,550 

59,937 

57,008 

53,924 
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59,896 

58,183 
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■歳入の推移 

 
資料：山陽小野田市財政計画 

 

歳出においては、合併特例債※を活用した大型事業や山口東京理科大学薬

学部校舎建設事業に係る地方債※の償還が本格化し、平成３２年度（2020 年

度）以降、公債費※が大きく増加することに加え、高齢化を背景に、社会保障

関連経費（扶助費※）は引き続き増加傾向で推移するものと見込んでいます。

また、老朽化した公共施設等の更新や維持管理に関しても、経費の増加は避

けられない状況にあります。 

■ 歳出の推移 

 

資料：山陽小野田市財政計画 
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（３）公共施設の老朽化 

  本市では、市民ニーズに対応し、市民生活の利便性を向上させるため、小

中学校をはじめ、公営住宅、公民館など様々な公共施設を整備してきました。

これらの施設の多くは、建設後２０年から５０年が経過し、老朽化による大

規模修繕、更新の時期を迎えていることから、今後、修繕、更新に係る費用

は年々増大することが予想されます。 

■施設区分別の建物延床面積・施設数の状況（平成２８年度当初時点） 

施設区分 延床面積 面積割合 施設数 棟数 

事務庁舎 9,119 ㎡ 3.3% 2 7 

消防施設 5,872 ㎡ 2.1% 24 34 

環境施設 15,399 ㎡ 5.6% 8 16 

福祉施設 11,873 ㎡ 4.3% 18 18 

子育て支援施設 5,967 ㎡ 2.2% 13 13 

保健衛生施設 1,694 ㎡ 0.6% 3 3 

産業施設 7,857 ㎡ 2.9% 5 5 

観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 2,507 ㎡ 1.0% 8 9 

公営住宅 81,805 ㎡ 29.9% 23 194 

学校教育施設 90,401 ㎡ 33.0% 19 71 

社会教育施設 22,015 ㎡ 8.0% 17 25 

文化施設 6,070 ㎡ 2.2% 3 3 

スポーツ施設 11,245 ㎡ 4.1% 8 8 

その他 1,870 ㎡ 0.7% 8 8 

合計 273,694 ㎡ 100% 159 414 

資料：山陽小野田市公共施設等総合管理計画ほか 
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■築年数別の建物延床面積の状況（平成２８年度当初時点） 

築年数 延床面積 面積割合 

築 20 年未満 52,803 ㎡ 19.3% 

築 20 年以上 30 年未満 75,575 ㎡ 27.6% 

築 30 年以上 40 年未満 70,858 ㎡ 25.8% 

築 40 年以上 74,400 ㎡ 27.2% 

建築年不明 58 ㎡ 0.1% 

合計 273,694 ㎡ 100.0% 

            資料：山陽小野田市公共施設等総合管理計画 

 

  こうしたことから、「山陽小野田市公共施設等総合管理計画」（平成２９年

（2017 年）３月）を策定し、公共施設の総量や年度別の整備状況、公共施設

全体の管理に関する基本的な方針をまとめました。その中で、現在の公共施

設の規模と量を今後も維持し続ける場合に、今後公共施設の大規模修繕及び

更新のために必要な費用について、４０年間の合計が約１，２２５億円、１

年当たりの平均は約３０億６千万円と見込んでいます。 

■公共施設更新費用の試算 

 

資料：山陽小野田市公共施設等総合管理計画  

  

平成２１年度（2009 年度）から平成２７年度（2015 年度）までの「その他

大規模改修  
築 31 年以上 50 年未満の公共施設の大規模改修  
建替え  
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公共施設」に係る普通建設事業費※の平均額は１６億５，２００万円でしたの

で、現在の公共施設の規模と量を維持する場合、今後は現在の約１．９倍の

費用が必要なこととなります。逆に、現在の普通建設事業費※を維持して公共

施設の大規模修繕及び更新を行う場合は、保有する公共施設の約５４％しか

整備ができないこととなります。 

なお、ハコモノと呼ばれる公共施設のほかにも、本市は道路、橋りょう及

び下水道等のインフラ資産を多く保有しています。これらについても、施設

の老朽化が進んでおり、今後、修繕、更新に係る費用は年々増大することが

予想されることから、計画的に更新していく必要があります。  

 

（４）国の動向 

平成２７年（2015 年）６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本

方針 2015」等を踏まえ、総務省において「地方行政サービス改革の推進に関

する留意事項」（平成２７年（2015 年）８月）が通知されました。 

その中で、地方公共団体においては人口減少・高齢化の進行、行政需要の

多様化など社会経済情勢の変化に一層適切に対応することが求められるとさ

れています。 

それを踏まえ、国・地方を通じた厳しい財政状況下においても、引き続き

質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供するために、ＩＣＴ（情報通

信技術）※の徹底的な活用や、民間委託やＰＰＰ（公民連携）※の推進など、

更なる行政サービスの改革を求めています。 

 

（５）今後の方向性 

人口減少に伴う税収の減少や高齢化に伴う社会保障関連経費の増加により、

今後も厳しい財政状況が予想される中、持続可能な行財政運営を行うために

は、必要な事業を絞り込む、事業の「選択と集中」を徹底し、人口減少に歯

止めをかけるための施策などに、限られた財源を効果的に配分する必要があ

ります。特に、老朽化が進む公共施設については、公共施設の再編に取り組

むことで、必要な行政サービスを維持しつつ、施設に係る維持管理費用や更

新費用を削減していく必要があります。 
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また、市の歳入の根幹をなす市税について、適正な賦課徴収により増収に

努めるとともに、様々な財源の確保に今後も取り組む必要があります。 

さらに、市の資産や債務の正確な把握と管理、市民への財務情報の「見え

る化」等を目的として、地方公会計制度※の導入や固定資産台帳※の整備に取

り組んできましたが、これらを予算編成や公共施設の再編などに活用する必

要があります。 

一方、地方分権※の進展や、社会情勢の変化に伴う市民ニーズの複雑化・多

様化により、行政に求められる役割は拡大しています。 

将来にわたり質の高い行政サービスを提供するためには、ＩＣＴ（情報通

信技術）※を活用するほか、近隣自治体との連携を図ることで、行政サービス

の利便性向上と効率化を図る必要があります。さらに、行政よりも民間が行

った方が、行政サービスの向上や経費の節減を図ることができると見込まれ

るものについては、積極的に民間能力の活用に取り組む必要があります。 

また、地域コミュニティ※の機能の低下により、これまで地域で担っていた

防犯、防災、福祉といった役割を支えることが難しくなっていますが、その

全てを行政で対応することは困難であることから、市民と行政が力を合わせ

て、ともにまちをつくっていく仕組みづくりが必要です。 
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５ 基本理念と基本項目 

（１）基本理念 

 

行政が果たすべき役割は、将来にわたって持続可能な地域社会を築いてい

くことです。しかしながら、人口減少に伴う税収の減少や高齢化に伴う社会

保障関連経費の増加により、今後も厳しい財政状況が見込まれます。また、

地方分権※の進展や、社会情勢の変化に伴う市民ニーズの複雑化・多様化によ

り、行政の権限や責任が拡大しています。さらに、住民が相互に助け合い、

支え合う場となる地域コミュニティ※の機能が低下しています。  

このような状況の中、本市は、「第二次山陽小野田市総合計画」において、

まちづくりの基本理念を「住みよい暮らしの創造」と設定し、「「住みよさ」

が実感でき、子どもからお年寄りまでが「住んでよかった」「住みやすい」と

思えるまち」を目指しています。 

その実現に向けて、行政には、市民にとって必要な行政サービスへの柔軟

な対応が求められる一方、財源や人員などの経営資源が限られる中で、必要

な行政サービスを見極め、重点的に経営資源を配分する、経営の視点に立っ

た行政運営が求められます。 

 そのためには、限られた人員で、市民ニーズに対応できるよう、職員の個々

の能力を高めるとともに、やりがいを持ちながら「いいチーム」で働くこと

ができる職場づくりが不可欠です。 

しかしながら、行政だけで市民が求める行政サービスに柔軟に対応してい

くことには、質的にも量的にも限界があります。一方、市民ニーズには、行

政でなければ対応できないものもあれば、ＮＰＯ（非営利活動法人）※等の市

民団体、企業等の幅広い視点やノウハウにおいて対応し得るものもあります。 

そこで、これまでの「行政が事業を単独で行う」、あるいは「行政が事業を

主導する中で市民や民間との連携を図る」を一歩進めて、市民、地域、団体、

学校や大学、企業、行政などが、協力してアイデアを出しながらまちづくり

「協創」による持続可能な行政サービスの提供 
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を考え、協力してまちをつくる「協創」の観点を念頭に、将来にわたり持続

可能で、市民ニーズに対応した行政サービスを提供していきます。 

 

 

（２）基本項目 

基本理念の達成に向けて、６つの基本項目を選定しました。その基本項目

に沿った施策を、「協創」の観点を念頭に、総合的かつ計画的に推進します。 

 

Ⅰ 経営的視点に立った行財政運営 

将来にわたり持続可能で、市民ニーズに対応した行政サービスを提供する

ためには、経営的視点に立った行財政運営を行う必要があります。  

減少が見込まれる歳入については、市税等の適正な賦課徴収に加え、各種

使用料・手数料の見直し、未利用市有財産の売却、サポート寄附金（ふるさ

と納税）※の取組などにより、財源の確保に努めます。 

また、扶助費※などの増加が見込まれる歳出については、行政評価※等を次

年度以降の事業に反映させるほか、効果的な予算編成手法を導入することに

より、市民にとって効果的な事業を厳選し、それに財源を配分することで抑

制を図ります。 

老朽化が進んでいる公共施設については、資産の把握と適正な管理に努め

るとともに、適正配置や長寿命化により、将来的な財政負担の軽減と平準化

に取り組みます。 

これらの推進に当たっては、市の資産や債務の正確な把握と管理、市民へ

の財務情報の「見える化」等を目的として導入、整備してきた地方公会計制

度※や固定資産台帳※を活用します。 

「協創」によるまちづくり 

広く市民の声を聞き、市民の市政参画※を促進する取組を行ってきた、

これまでの「協働※と参画※」を更に一歩進め、市民、地域、団体、学校や

大学、企業、行政など、多様な担い手が主体的に行動しつつ、「協力」して

アイデアを出しながらまちづくりを考え、「協力」してまちをつくる中で、

「住みよい暮らしの創造」を進めていきます。  
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 また、水道事業や病院事業等の公営企業については、継続的、安定的に

サービスを提供できるよう、各事業の中長期的な経営計画に基づいて経営

の健全化を図ります。 

個別項目 ① 持続可能な財政運営 

② 行政評価や予算編成手法の見直し 

③ 公共施設の最適化と適正管理 

④ 公営企業等の経営健全化の推進 

 

Ⅱ 民間能力・資金の活用 

少子高齢化の進行や、社会情勢の変化に伴う市民ニーズの複雑化・多様化

により、行政サービスの分野は拡大するとともに、専門性が求められるよう

になりました。行政サービスの中には、企業等と連携することで、サービス

の質の向上を図ることができるものもあります。施設管理に係る現行の指定

管理者制度※の更なる推進に加え、業務の民間委託を含めたＰＰＰ（公民連

携）※を推進し、積極的に民間能力や資金の活用を図ります。 

個別項目 ① 民間委託の推進 

② 指定管理者制度の活用 

③ 新たな民間活用の手法の研究・導入 

 

Ⅲ 市民参画※の推進 

住民が相互に助け合い、支え合う場となる地域コミュニティ※の機能が低

下する一方、全ての小・中学校がコミュニティ・スクール※となり、学校を核

とした地域づくりが進むなど、まちづくりへの機運は高まっています。 

市民と行政が力を合わせて、ともにまちをつくっていくためにも、積極的

に市の情報を発信し、行政の透明性※を図るほか、市民のアイデアを生かす環

境をつくります。 

個別項目 ① 市民参画の推進 

 

Ⅳ 広域連携の推進 

平成２９年３月に設置された山口県央連携都市圏域※において、交流人口
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の増加や定住人口の維持を図り、地域全体の活性化につなげるため、広域連

携の下、事業に取り組んでいます。近隣自治体と連携することで、事務の効

率化が図れるほか、本市単独では提供困難な行政サービスが提供可能となる

ものもあることから、積極的に広域連携を推進します。 

個別項目 ① 広域連携の推進 

 

Ⅴ 行政サービスの向上 

 窓口サービスにおける市民の利便性の向上のために、窓口サービスの充実、

改善を図るほか、ＩＣＴ（情報通信技術）※を活用することで、コンビニエン

スストアでの各種証明書の交付を開始するなど、行政サービスの利便性向上

と効率化を図ります。 

個別項目 ① 窓口サービスの向上 

② ＩＣＴの活用 

 

Ⅵ 組織力の強化 

地方分権※の進展や社会情勢の変化に伴い、市民ニーズが複雑化・多様化す

る一方で、人口減少が進み、厳しい財政状況が予想される中、行政としての

役割を果たすためにも、組織力の強化が必要です。 

今後も、市民ニーズに柔軟に対応した行政サービスを提供するため、職員

の適正配置や組織の活性化を図るとともに、人材育成により職員の個々の能

力を高め、行政課題に的確に対応できる組織体制づくりに取り組みます。ま

た、職員がやりがいを持ちながら「いいチーム」で働くことができる職場づ

くりに取り組みます。 

個別項目 ① 職員の適正配置 

② 職員の能力向上 
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６ 推進方法 

（１）推進体制 

次の体制の下に行政改革を着実に推進します。 

① 行政改革推進プロジェクトチーム 

市長、副市長、部長級職員で構成し、行政改革の方針を決定するほか、

行政改革を全庁的な取組として推進します。 

② 行政改革推進プロジェクト幹事会 

課長級職員で構成し、行政改革推進プロジェクトチームに付議すべき

事案を検討、調整します。 

③ 行政改革推進審議会 

   学識経験者などで構成し、行政改革内容について、市長の提案に応じ

て調査審議し、意見を述べます。 

 

（２）推進方法（進行管理) 

「第一次行政改革プラン」の着実な推進を図るため、４年間を計画期間と

する行動計画を策定し、ホームページ等で公表します。 

行動計画については、毎年度終了後、行政改革推進プロジェクトチームに

おいて、取組内容及び進捗状況等を検証するとともに、行政改革推進審議会

に報告し、行政の外からの目線に立って、意見を述べていただきます。その

結果については、その後の取組に生かすとともに、ホームページ等で公表し

ます。 
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用語の解説 

ページ 用 語 解 説 

11・12・16 ＩＣＴ 

(情報通信技術) 

Information and Communication Technology の

略。情報技術に通信コミュニケーションの重要性

を加味した言葉。 

3・5 アウトソーシング 業務の一部を一括して外部の企業に委託するこ

と。これにより、事務処理の効率化や人件費等の

経費節減、人やスペースなどの資源の有効活用の

ほか、内部では得られない専門業者の高度なノウ

ハウを新たに取り込むことによって、内部資源を

高度化できるなどのメリットが期待される。 

1・3 アクションプラン ある政策や企画を実施するための基本方針・行動

計画。 

13 ＮＰＯ 

(非営利活動法人) 

Non Profit Organization の略。ボランティア活

動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としな

い団体を指す。 

8 合併特例債 合併を行った市町村がまちづくりの推進のため市

町村建設計画に基づいて行う事業や基金を造成す

るために、その財源として借り入れることのでき

る地方債のこと。 

4・15 行政の透明性 行政が保有する情報や政策の内容を住民にどれく

らい公開できているかを表す言葉。行政の透明性

を高める取組としては、行政情報の積極的な公開

や、行政評価の導入による事業内容（事後の評価）

の明確化などがある。 

3・4・14・

15 

行政評価 行政の施策・事務事業に対し、その妥当性、有効

性、効率性を評価し、その結果をもとに、それらを

適切かつ効率的に改善して、予算査定などに反映

させる仕組み。 

1・3・4・

14 

協働 市民等、市及び議会がそれぞれの責務及び役割を

自覚し、ともに協力し、ともに活動すること。 

8 公債費 地方債を返済する元利償還金（元金と利子）と、一

時的な借入をした場合の支払利息のこと。 

12・14 固定資産台帳 資産の取得から除却処分に至るまでの様々な情報

（取得価額、耐用年数など）を、網羅的に把握し管

理する台帳のこと。主に財務書類の作成等に必要

な情報を備えた補助簿として使用される。 
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15 コミュニティ・スク

ール 

学校運営、学校支援、地域貢献の観点から協議を

行い、「地域とともにある学校づくり」「学校とと

もにある地域づくり」を進めることを目的に、地

域住民、保護者等から構成される学校運営協議会

を設置した学校を指す通称。 

14 サポート寄附 

(ふるさと納税) 

自治体に対して寄附をすると、寄附額のうち 2,000

円を超える部分について、一定の上限まで、原則

として所得税・個人住民税から全額が控除される

制度。本市ではサポート寄附と呼んでいる。 

4 自治基本条例 山陽小野田市自治基本条例。市民・議会・市が一緒

になって知恵を出し合い、創意工夫しながら協働

してまちづくりを進めるための基本的なルールと

して平成 24 年（2012 年）1 月 1 日に施行された。 

5・15 指定管理者制度 公の施設の管理に民間の能力を活用することで、

市民サービスの向上とともに、経費の削減等を図

ることを目的とし、民間事業者や団体に、公の施

設の管理を委ねるもの。 

1・3・4・

14・15 

（市民）参画 市が実施する政策、施策及び事務事業の計画立案、

実施、評価等の各段階に市民が参加すること。 

3・4 説明責任 行政機関や公務員が、自らの行った判断や行為に

ついて、住民に情報を開示し、納得できるように

十分「説明」する義務と責任のこと。 

6・12・13・

15 

地域コミュニティ 人々が助け合いの意識を持って共同生活を営む一

定の地域及びその人々の集団。地域社会。 

12・14 地方公会計制度 現金主義・単式簿記を特徴とする地方自治体の会

計制度に対して、発生主義・複式簿記の考え方を

取り入れた会計制度のこと。 

8 地方債 学校やごみ処理施設、道路、公園などを建設する

場合のように、長期間にわたって利用することが

でき、多額の経費が必要なものの財源に充てるた

め、国や民間金融機関などから調達する長期的な

借入金のこと。市が発行する地方債を市債という。 

1・12・13・

16 

地方分権 行政上の様々な権限を地方に任せること。 

5 定員適正化計画 行政規模や範囲を見直し、職員数の削減により経

費を抑制し、複雑化・多様化する市民ニーズに的

確に対応するため、定員管理の具体的指針となる

もの。 
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11・15 ＰＰＰ 

(公民連携) 

Public Private Partnership の略。公共サービス

の提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念

で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化

や公共サービスの向上を目指すもの。民間委託や

指定管理者制度なども含まれる。 

8・14 扶助費 社会保障制度の一環として、地方公共団体が各種

の法令に基づき、 生活困窮者、高齢者、児童、心

身障害者等に対してその生活を維持するために支

出する経費、及び地方公共団体が単独で行ってい

る各種扶助の経費のこと。 

11 普通建設事業費 道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用又は公用施設

の新増設等の建設事業に要する投資的経費（公共

事業費）のこと。 

7 普通交付税 地方公共団体の財源不足や地域間の財政不均衡を

是正し、どこに暮らしていても、国民が等しく一

定の行政サービスを受けられるよう、国から地方

公共団体へ交付される地方交付税の主体をなすも

の。基準財政需要額が基準財政収入額を超える地

方公共団体に対して、原則として基準財政需要額

が基準財政収入額を超える額（財源不足額）につ

いて交付される。 

15 山口県央連携都市

圏域 

山口市、宇部市、萩市、防府市、美祢市、山陽小野

田市、島根県津和野町の７市町が、連携中枢都市

圏構想の趣旨の下、相互に連携や補完を図り、圏

域全体の将来にわたる発展と、個性と活力に満ち

た圏域の形成を目指していくことを目的として、

地方自治法に基づく連携協約を締結して形成した

もの。 

 


